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□なぜ今、「人づくり」なのか―
　高畠町では、人口減少や少子高齢化の進行により、
地域の担い手不足や若い世代の流出が課題となって
います。このままでは、地域の活力や産業、暮らし
を支える力が弱まっていくことが懸念されます。　
一方で、町の内外には、地域に関わりたい、挑戦し
たいという思いを持つ人たちがいます。こうした人
財をつなぎ、育て、地域の力へと変えていくことが、
これからのまちづくりにとって重要です。
　そこで高畠町では、「人を育てること」を軸に、官
民協働の新しいまちづくりを進めています。

□人が育ち、町が育つ「循環」の仕組み―
　この取組みは、単なる事業の集合ではありません。

【地域の大人が学び、挑戦する】【その姿を見て子ど
もたちが育つ】【育った人財が地域を支える】【外か
ら人が訪れ、新しい視点や刺激が入る】、こうした
流れがつながることで、人が育ち、その力で町が育っ
ていく循環が生まれています。　
「日本一　人を育てるまち」へ。今、高畠町では新
しい変化が始まっています。

「高畠町リーダー

 経営人財育成塾」
(経営人財の育成支援事業)

　本塾では地域の経営

者が自分史上最高の事

業計画を創るため、自

分と、事業と、地域と

向き合います。半年後

の卒塾式では、その想

いを発表し、その日か

ら実行に移ります。こ

令和８年度も開催
します！一緒に高
畠町の産業を盛り
上げましょう！

みなさんの声や想いを基に、未来に向けてできること
を考え、挑戦していく場所を創ります！

　世代を超えて夢を語り合い、共に学び、挑戦する機会を増やすため、

課題感を共有し、その解決のための個人や団体の力を繋げる場づくり

を目指しています。『人が集い、学び、支え合う笑顔あふれるまち』

『訪れる人がワクワクする、いつ来ても新鮮なまち』って素敵ですよね。

アスリートによる
コンディショニング

教室
　アスリートが培ってきたコンディショニングの知見を活かし、子どもか

ら大人までワクワクしながら健康づくりに取り組む機会をつくっていま

す。

　産後ママ向けプログラムや学童での科学実験、スポーツイベント等を通

して世代を超えた交流を広げています。

　ラグビー元日本代表ヘッドコーチのエディー・ジョーンズ氏を招いたプ

ログラムも実施し、スポーツの価値を地域に広げています。

二地域居住

(デュアルスクール)

推進事業

　高畠町では、移住や二地域居住を体験する家族でも子どもが安心し

て地域の学校に通えるよう「デュアルスクール」を実施。町外の子ども

との出会いは、地域の子どもたちにも新しい友達や学びを生んでいま

す。

　これまでに 20人の児童が、デュアルスクールに参加しています。

一緒に高畠町を訪れた家族も含めると累計 32人のみなさんが１週間

以上高畠町で移住体験を行いました。

町に新しい出会いを生む
デュアルスクール

実は私たち家族も移住者なんです。
地域の子どもたちに新たな友と刺激を！

そして高畠への移住にも繋げていきます！

中高生の学び場

「はたまる」
(地域と繋がる学び場創出)

学校でも家でもない、「もう一つ
の居場所」に、ぜひ気軽にきてく
ださい！

　高畠の学び場「はたまる」は、高畠の中高生が

取り組んでみたいと思うことを見つけ、挑戦で

きる場です。

　起業や科学、からだづくりや食等さまざまな

テーマについて学びながら、町内外

の大人と交流し、仲間とともに自分

だけの挑戦を見つけていきます。

合同会社デロイトトーマツ　百瀬 旬 氏

株式会社 今　杉浦 恵一 氏
　　　　　　　　(気仙沼市)

気仙沼まち大学運営協議会　　　
　　　　　　成宮 崇史 氏

一般社団法人ヤマガタアスリートラボ　　　　

　　　　　　　　　　池田 めぐみ 氏

株式会社あわえ　吉田 和史 氏

株式会社山のむこう(探究教室ESTEM)　阿部 公一 氏

問合せ先／企画課地域活力共創係 ☎ (52)1112

▲たかはた未来を考える
　サミット 2026の様子

しい変化が始まっています。

高畠で育つ。

高畠を育てる。

正しく体を動かして、
痛みのない暮らしと笑顔が

広がる高畠町に
していきましょう！

大人が学び、子どもが育ち、外からの

新しい風が町を元気にする「育てるの

循環」が創り出されます。

その仕組みを動画でもご覧ください。

(まちまるごと子育て事業)

　毎週水曜日 16時～ 20時、高畠

高校の中にある鐘城会館を開けてお

待ちしています！

みなさんの
夢や挑戦を
聞かせて
ください。

町外の人とも一緒に

たかはた未来を考えるサミット
(官民協働プラットフォーム立上げ事業)

取組み①

取組み②

取組み③

取組み④

宮城県気仙沼市は、
震災復興時から人財
育成事業に取り組ん
で 10年以上。

▲はたまる公式

　オープンチャット

カッコいい大人たちが高畠町のワクワクを量産します！

大人を育てる！

高畠の中高生が新しい一歩をふみだす場中高生を育てる！

スポーツのチカラで、高畠町がワクワク動き出す！

子育て環境を育てる！

高畠に来る人(町外から)を育てる！

れまでに４期 22人の地域リーダーが誕生しており、卒塾

生による事業コラボや中高生への出前授業等活躍の場を広

げています！



はじまります！重層的支援体制整備事業
高畠町では、地域共生社会の実現を目指して令和 年度から「「重重層層的的支支援援体体制制整整備備事事業業」を開始しますので、その内容をご紹介します。

ななぜぜ新新ししいい取取りり組組みみがが必必要要ななののでですすかか？？

少子高齢化や地域のつながりの希薄化により、困りごとは以前より複雑になっています。

皆さんの周りにも、次のような困りごとを抱えている人はいませんか？

・介護が必要な親とひきこもり（就労できない）子がいる

・ひとり親で生活が苦しく、障がいも抱えている

・身寄りのない一人暮らし高齢者で周囲に頼れる人がいない

・車の運転ができず買い物や通院が難しい

・退職後に社会との関わりが減って孤立化している

・子育てやこどもの不登校について相談できる人がいない

・うつ病の家族を抱え、家庭内の関係が悪化している

・家がゴミであふれており猫の多頭飼育もみられる ・・・など

このように複数の問題が重なっている場合「どこに相談したらよいか分からない」

「制度の対象にならず、支援につながらなかった」といった状況が生じることがあ

ります。

こうした“制度の狭間”にいる人でも、安心して相談でき、適切な支援につながる

よう、これまでの制度の枠を越えた支援体制の構築が必要となっています。

重重層層的的支支援援体体制制整整備備事事業業ととはは何何でですすかか？？

複雑な困りごとに対応するため、いくつもの“支支援援のの層層””を重ねて支える仕組みです。

主な取り組みは次の つです。

①①相相談談支支援援

どこに相談すればよいか分からない場合でも、まずは話を聞き、

必要な支援につなぐ窓口です。相談する人の立場や相談内容に

とらわれず、困りごとを丸ごと受け止める「断らない窓口」を目指します。

②②地地域域づづくくりり

自治会や地域団体、仕事、サークル活動など、交流できる場や居場所づくりを進めます。世代や立場

を越えて人と人がつながることで、孤立を防ぎ、安心して暮らせる地域の実現を目指します。

③③参参加加支支援援

仕事や地域活動、居場所などを通じて、社会とのつながりを持てるよう支援します。できること、

やってみたいことを聞き取りながら、一人ひとりの状況に合わせた社会参加の形を一緒に考えていき

ます。

④④訪訪問問ななどどにによよるる継継続続的的なな支支援援

自分から相談できない人や外出が難しい人のもとへ出向き、見守りや声かけを行いながら、必要な支

援を続けていきます。

⑤⑤関関係係機機関関のの連連携携にによよるる支支援援

福祉、医療、教育、就労など、さまざまな分野の機関が連携し、情報を共有

しながら支援を行います。一つの窓口だけでは解決できない課題にも、関係

機関が協力して対応します。

支支援援のの「「層層」」はは誰誰ががつつくくるるののでですすかか？？

支援の層をつくるのは、行政や支援の専門機関だけではありません。

自治会、地域団体、趣味のサークル、近所同士の見守りや声かけなど、

地域で暮らす皆さん一人ひとりも大切な「層」の一つです。特に、人

と人が繋がることのできる地域づくりの取り組みには、地域で暮らす

皆さんの力が欠かせません。

地地域域のの人人はは具具体体的的ににななににををすすれればばいいいいでですすかか？？

特別なことをする必要はありません。あいさつや声かけ、見守り、地域活動への参加など、

小さな行動の積み重ねが支え合いにつながります。

また、個人や企業などの団体を問わず、「みんなで集まる場所を作りたい」「趣味のサー

クルを立ち上げてみたい」「地域で自分の力を役立てたい」など、地域づくりにつながる

“やってみたい！”は大歓迎です。

町では今後、地域づくりに関する

講座やワークショップを開催予定

ですので、ぜひ参加して自分の地

域のこれからを一緒に考えていき

ましょう。

地域の皆さんも支援の一つの層と

して、ぜひご協力をお願いします。

重層的支援体制整備事業は、行政だけでなく、地域の皆さんとの協力によって進めていく取
り組みです。
一人ひとりができることを持ち寄り、「気づき、つながり、支えあう笑顔にあふれるまち」
を目指して一緒に取り組んでいきましょう。

▲重層的支援体制整備事業のイメージ （厚生労働省 より）

支援の層をつくるのは、行政や支援の専門機関だけではありません。

自治会、地域団体、趣味のサークル、近所同士の見守りや声かけなど、

地域で暮らす皆さん一人ひとりも大切な「層」の一つです。特に、人

と人が繋がることのできる地域づくりの取り組みには、地域で暮らす
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ます。

④④訪訪問問ななどどにによよるる継継続続的的なな支支援援

自分から相談できない人や外出が難しい人のもとへ出向き、見守りや声かけを行いながら、必要な支

援を続けていきます。

⑤⑤関関係係機機関関のの連連携携にによよるる支支援援

福祉、医療、教育、就労など、さまざまな分野の機関が連携し、情報を共有

しながら支援を行います。一つの窓口だけでは解決できない課題にも、関係

機関が協力して対応します。

支支援援のの「「層層」」はは誰誰ががつつくくるるののでですすかか？？

支援の層をつくるのは、行政や支援の専門機関だけではありません。
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地域で暮らす皆さん一人ひとりも大切な「層」の一つです。特に、人

と人が繋がることのできる地域づくりの取り組みには、地域で暮らす

皆さんの力が欠かせません。

地地域域のの人人はは具具体体的的ににななににををすすれればばいいいいでですすかか？？

特別なことをする必要はありません。あいさつや声かけ、見守り、地域活動への参加など、

小さな行動の積み重ねが支え合いにつながります。

また、個人や企業などの団体を問わず、「みんなで集まる場所を作りたい」「趣味のサー

クルを立ち上げてみたい」「地域で自分の力を役立てたい」など、地域づくりにつながる

“やってみたい！”は大歓迎です。

町では今後、地域づくりに関する

講座やワークショップを開催予定

ですので、ぜひ参加して自分の地

域のこれからを一緒に考えていき

ましょう。

地域の皆さんも支援の一つの層と

して、ぜひご協力をお願いします。

重層的支援体制整備事業は、行政だけでなく、地域の皆さんとの協力によって進めていく取
り組みです。
一人ひとりができることを持ち寄り、「気づき、つながり、支えあう笑顔にあふれるまち」
を目指して一緒に取り組んでいきましょう。
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臨　　時　　雇　　賃　　金
作　業　別 摘　　　　　  要

円

円

雨よけ被ふく作業は（高所作業の場合）１時間当たり1,600円

①中核農家が作業を請け負い、日当・労働賃金（オペレーション賃金等）は他産業（建設業等）並とする。

②中核農家は、大型・高性能・最新機械による大規模経営であること。

③作業する農地は、団地化・整地され、ほ場条件が良好であること。

（１０ａ当たり）
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◎農地のことは、地元農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談ください！

育 苗 （ 1 箱 当 た り ）

代 か き

一 般 作 業

技 術 作 業

作　業　別

田 耕 起

ハ ー ベ ス タ

畑 耕 起

大 豆 乾 燥 選 別

大 豆 刈 取 作 業

肥 料 散 布

堆 肥 散 布

（ 100 ℓ 当 た り ）

スピードスプレーヤー

畦塗 (100m当たり )

色 彩 選 別

籾 摺 調 整

籾 乾 燥

コ ン バ イ ン

バ イ ン ダ ー

機 械 田 植

１俵（６０ｋｇ）当たり

薬剤は委託者持ち。条件不備、５００ℓ以下の場合は話し
合いによる

円円

玄米６０ｋｇ当たり、運搬は含まない

未整理地は２０％増（片側）

マニアスプレッダー作業

機械使用、１０袋２００ｋｇ

汎用コンバイン

未整理地は２０％増、ワラ切は１０％増

６０ｋｇ当たり、水分は１８％基準

６０ｋｇ当たり

モミ運搬含む、未整理地は２０％増、稲ワラ結束１０％増

６０ｋｇ当たり、水分は２３％基準

未整理地は２０％増

２回耕耘

未整理地は２０％増

種子代金含む　　※有機ＪＡＳ認定苗は話し合いによる

苗運搬含まない、未整理地は２０％増

結束糸付、刈投、未整理地は２０％増

剪定作業等

摘　　　　　要
金　　額

消費税抜き

※申し合わせ事項
　①労働時間は８時間を基準　②賃金は食なしの基準金額

金　　額

※ 化学的に合成された肥料および農薬の使用を避けることを基本として播種または植え付け前２年以上（多年生産物
　 の場合は、最初の収穫前３年以上）の間、堆肥等による土作りを行ったほ場において生産された農産物。

機　械　利　用　料　金

消費税込み

※山形県の最低賃金改定（毎年10月頃）後はその額を下回らない
　よう注意してください

令和令和８８年度年度高畠町標準農作業賃金表・参考賃借料
　この「標準農作業賃金表・参考賃借料」は、目安として

お示しするものです。それぞれの契約にあたっては、ほ場

条件等を踏まえ、当事者間で十分に話し合いのうえ決めて

ください。

１ 等 級 円 収量が５９０ｋｇ以上の生産地域

２ 等 級 円 収量が５２０ｋｇ以上５９０ｋｇ未満の生産地域

３ 等 級 円 収量が４７０ｋｇ以上５２０ｋｇ未満の生産地域

４ 等 級 円 収量が４７０ｋｇ未満の生産地域

円

円

（注）

「10ａ借りた場合の参考賃借料額での計算（水田は１等級・転作は普通畑）」

10ａｘ58.0％＝5.8a（作付面積）　10aｘ42.0％（転作率）＝4.2a（転作面積）

5.8aｘ14,000円/10a＝8,120円（水稲作付け分）

4.2aｘ 3,000円/10a＝1,260円（転作作付け分）

４．　ぶどう棚一体型の園地の場合は、当事者間で十分に話し合いのうえ決めてください。

農 地 区 分 金　　額 備　　　　　考

参　考　賃　借　料

１．　水田の参考賃借料は、水田全面積に水稲が作付けされたものとして算定していますので、生産調整に
　　　係わる転作作物や助成金については、当事者間で十分に話し合いのうえ決めてください。

（１０ａ当たり）

水

田

普 通 畑

合計 円

２．　水田基準収量については、山形県農業共済組合引受基準収量（ほ場整備済田）により設定しています
　　　ので、ほ場条件等で実態にそぐわない場合は、当事者間で十分に話し合いのうえ決めてください。

３．　土地改良賦課金については、経常的経費（経常賦課金、維持管理賦課金）は耕作者(借主)が負担し、
　　　土地改良工事費（ほ場整備等に係る賦課金）は所得者(貸主)が負担するものとして算定しています。

ぶどう(雨よけハウス)

主たる作物として馬鈴薯・大根の１年２作により算定

計算例

料料金金算算定定のの基基本本的的なな考考ええ
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条件等を踏まえ、当事者間で十分に話し合いのうえ決めて

ください。

１ 等 級 円 収量が５９０ｋｇ以上の生産地域

２ 等 級 円 収量が５２０ｋｇ以上５９０ｋｇ未満の生産地域

３ 等 級 円 収量が４７０ｋｇ以上５２０ｋｇ未満の生産地域

４ 等 級 円 収量が４７０ｋｇ未満の生産地域

円

円

（注）

「10ａ借りた場合の参考賃借料額での計算（水田は１等級・転作は普通畑）」

10ａｘ58.0％＝5.8a（作付面積）　10aｘ42.0％（転作率）＝4.2a（転作面積）

5.8aｘ14,000円/10a＝8,120円（水稲作付け分）

4.2aｘ 3,000円/10a＝1,260円（転作作付け分）

４．　ぶどう棚一体型の園地の場合は、当事者間で十分に話し合いのうえ決めてください。

農 地 区 分 金　　額 備　　　　　考

参　考　賃　借　料

１．　水田の参考賃借料は、水田全面積に水稲が作付けされたものとして算定していますので、生産調整に
　　　係わる転作作物や助成金については、当事者間で十分に話し合いのうえ決めてください。

（１０ａ当たり）

水

田

普 通 畑

合計 円

２．　水田基準収量については、山形県農業共済組合引受基準収量（ほ場整備済田）により設定しています
　　　ので、ほ場条件等で実態にそぐわない場合は、当事者間で十分に話し合いのうえ決めてください。

３．　土地改良賦課金については、経常的経費（経常賦課金、維持管理賦課金）は耕作者(借主)が負担し、
　　　土地改良工事費（ほ場整備等に係る賦課金）は所得者(貸主)が負担するものとして算定しています。

ぶどう(雨よけハウス)

主たる作物として馬鈴薯・大根の１年２作により算定

計算例

料料金金算算定定のの基基本本的的なな考考ええ
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営業時間
平日AM9:00～PM6:00
土曜AM9:00～PM3:30

高畠町泉岡426-1
（文化ホールまほら向い）

☎
℻

●処方せん調剤
●一般用医薬品
●漢方薬
●動物用医薬品

1616            20262026..４４



▲

            20262026..４４1717
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1818            20262026..４４



            20262026..４４1919
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